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警察庁職員の職務発明に対する補償金支払要領の制定について（通達）

警察庁職務発明規程（平成29年警察庁訓令第３号）が本日制定され、平成29年４月

１日から施行されることに伴い、別添のとおり「警察庁職員の職務発明に対する補償

金支払要領」を定め、同日から実施することとしたので、事務処理上遺憾のないよう

にされたい。



別 添

警察庁職員の職務発明に対する補償金の支払要領

１ 目的

この要領は、警察庁職務発明規程（平成29年警察庁訓令第３号）第10条第５項の

規定に基づき、警察庁の職員の職務発明に対する補償金の支払に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。

２ 用語の定義

この要領における用語の定義は、警察庁職務発明規程に定めるところによる。

３ 登録補償金の支払

長官等は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出

願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る特許権を譲り受けた場合におい

て、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、特許権１件につき、7,50

0円に１請求項（特許請求の範囲に記載された１発明をいう。）につき1,500円を加

えた額に国の持分を乗じた額を支払うものとする。

４ 実施補償金の支払

(1) 長官等は、国が職務発明に係る特許権等を承継し、特許出願中の特許を受ける

権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において、発明者から請求

があったときは、当該発明者に対し、当該特許出願中の特許を受ける権利又は特

権権の運用又は処分により各年度において国に納入された金額（以下「国の収入

実績」という。）の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる方法に

より算定した金額の範囲内で補償金を支払うものとする。

ただし、国の収入実績が一時金又は一時払いの場合、国の収入実績を契約年数

で除し、算出された金額の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる

方法により算出した額に契約年数を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国の収入実績 補償金の額

100万円以下の金額 当該収入実績×100分の50

100万円を超える金額 （当該収入実績－100万円）×100分の25＋50万円

(2) (1)の規定は、国が承継した特許権等に係る職務発明（物の発明又は物を生産

する方法の発明に限る。）の特許権の設定の登録後の国内における実施により利

益を得た場合に準用する。この場合において、(1)の規定中「特許出願中の特許

を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合」とあるのは「特

許権の設定の登録後における当該職務発明の実施により利益を得た場合」と、

「当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により各年度に

おいて国に納入された金額」とあるのは「当該特許権の設定の登録後における実

施により各年度において国が得た利益の額」と、「収入実績」とあるのは「利益

実績」と読み替えるものとする。



５ 共同発明者に対する補償

３及び４の規定において、補償金を受ける権利を有する発明者が２名以上あると

きは、当該補償金はそれぞれの持分に応じて支払うものとする。

６ 補償金請求権の承継人又は転退職者に対する補償

３から５までの規定は、発明者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者

から当該補償金の請求があった場合又は転退職した発明者から補償金の支払の請求

があった場合に準用する。

７ 職務発明に準ずる発明への準用

この要領は、警察庁の職員が職務発明に準ずる発明をした場合において、当該警

察庁の職員の申出に基づき国が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継

を承認したときは、職務発明に準ずる発明に準用する。

８ 考案等への準用

この要領は、警察庁の職員がした考案及び意匠の創作に準用する。この場合にお

いて、考案については、３の規定中「7,500円」とあるのは「2,500円」と、「1,50

0円」とあるのは「500円」とそれぞれ読み替えるものとする。また、意匠の創作に

ついては、３の規定中「7,500円に１請求項（特許請求の範囲に記載された１発明

をいう。）につき1,500円を加えた額」とあるのは「3,000円」と読み替えるものと

する。


